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北九州市週休２日試行工事（土木）実施要領 

 

（目的） 

第１条 本要領は、建設業における担い手の確保・育成を図るための労働環境改善の取り組

みとして、工事現場における週休２日を試行するために必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、以下に定めるところによる。 

（１）週休２日試行工事 

現場閉所による週休２日工事及び週休２日交替制工事の総称をいう。 

（２）現場閉所による週休２日工事 

１）現場閉所による週休２日工事 

①月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所

を行う取組をいう。 

②通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行う取組を

いう。 

２）対象期間 

契約の翌日から完成届にて受注者が完成とした現在日までの期間とする。なお、

年末年始（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間、災害その他避けることのできない事由により現場作

業を余儀なくされる期間は含まない。 

３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所（会社を含む）での事務作業を

含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。降雨、猛暑、降雪

等の天候の不良による予定外の現場閉所も含む。 

４）４週８休 

月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下

「現場閉所率」という。）が、２８．５%（８日／２８日）の水準の状態をいう。た

だし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５%に満たない月は、その月の土曜

日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５%）以上

を達成しているものとみなす。また、対象期間始期、終期等で対象期間が７日間に

満たない月は、達成判断の対象外とする。 

通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、２８．５%（８日/２８日）の

水準の状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含め

るものとする。 

（３）週休２日交替制工事 

１）週休２日交替制工事 

①月単位の週休２日交替制とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労

働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

②通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替し

ながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

２）対象者 

施工体制台帳記載の元請負人及び下請負人の全ての技術者及び技能労働者をい

う。ただし、交通誘導警備員及び従事期間が連続して２８日（休日を含む）未満の
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技術者及び技能労働者は対象外とする。 

３）対象期間 

契約の翌日から完成届にて受注者が完成とした現在日までの期間内における対象

者が従事した期間をいう。なお、年末年始（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製

作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、災害その他避ける

ことのできない事由により現場作業を余儀なくされる期間は含まない。 

４）４週８休 

月単位の４週８休とは、対象期間内に現場作業及び現場事務所（会社を含む）で

の事務作業に従事した技術者及び技能労働者の全ての月で平均休日数の割合（以下

「平均休日率」という。）が、２８．５%（８日/２８日）の水準の状態をいう。ま

た、対象期間始期、終期等で対象期間が７日間に満たない月は、達成判断の対象外

とする。 

通期の４週８休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均

休日率が、２８．５%（８日/２８日）の水準の状態をいう。 

 

（試行対象工事） 

第３条 北九州市が発注する全ての土木工事（軽微な工事を含む）を対象とし、下記の

（１）又は（２）のいずれかの工事として発注することを原則とする。 

（１）現場閉所による週休２日工事 

北九州市が発注する全ての土木工事（軽微な工事を含む）を対象とする。ただし、

現場閉所による週休２日工事として発注が困難な工事は、週休２日交替制工事として

発注する。 

＜現場閉所による発注が困難な工事の例＞ 

・道路、河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く、休日（土

日、祝日、年末年始休暇、夏期休暇）に作業が必要な工事 

・社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（例え

ば、交通規制、出水期、完成時等の制約がある工事、連続施工せざるを得ない工

事（シールド 、ニューマチックケーソン工事等）） 

    ・災害復旧工事 

（２）週休２日交替制工事 

現場閉所による週休２日工事として発注が困難な工事を対象とする。 

（３）週休２日試行工事の対象外工事 

    上記の（１）（２）により難い場合は、例外的に週休２日試行工事をしないことも可

能とするが、工事内容や現場状況に応じて適切に判断すること。 

＜対象外工事の例＞ 

     ・災害復旧工事のうち、緊急復旧工事（災害発生時に随意契約を行う工事） 

     ・軽微な工事のうち、施工に必要な実日数※１が２８日未満の工事 

※１：作業日当り標準作業量から当該工事の数量を施工するために必要な実作

業日数を算出し、雨休率を考慮した日数 

 

（発注方式） 

第４条 全ての週休２日試行工事を対象に、月単位の発注者指定型により発注する。 

 発注者指定型 

発注者が、週休２日に取り組むことを指定する方式 
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（試行の流れ）  

第５条 発注から竣工までの流れは以下のとおりとする。 

（１）発注者は、「週休２日試行工事」を発注する場合、設計書に「週休２日試行工事（土

木）特記仕様書」を添付する。 

 （２）受注者は、発注方式に係わらず「週休２日試行工事」を実施する場合、施工計画書

の「工事概要」の中で「現場閉所による週休２日工事」又は「週休２日交替制工事」

である旨を記載するとともに、発注者が工事現場の週休２日取得の計画が確認できる

よう施工計画書に「休日取得計画・実績表」（様式１または様式２）を添付する。な

お、施工計画書を提出しない工事については、契約後５日以内に、「休日取得計画・実

績表」を発注者に提出する。 

 （３）受注者は、公衆の見やすい場所に「週休２日試行工事」である旨を明示する。記載

方法は、次の例を基本とする。但し、軽微な工事についてはこの限りではない。 

（記載例）  

現場閉所による週休２日工事         週休２日交替制工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）受注者は、現場作業日と休日が分かるように取りまとめ、毎月１回「休日取得計

画・実績表」を提出する。 

（５）発注者は、受注者から休日及び出勤状況が分かる既存の資料等の提示を求め、「現場

閉所率」又は「平均休日率」の状況を適宜確認する。 

その際、受注者側の週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方におい

て要因を分析し、改善に取り組むこと。 

 （６）発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に休日中の作業が発生

するような指示等は行わないこと。 

（７）「現場閉所による週休２日工事」として発注した工事において、工事着手前に受注者

から「週休２日交替制工事」として実施したい旨の希望があり、発注者との協議が整

ったときは、「週休２日交替制工事」に変更することができる。なお、工事着手後の工

期途中での交替制への変更は認めない。 

  

（現場閉所率及び平均休日率の確認方法） 

第６条 現場閉所率及び平均休日率は、以下により求めることとする。 
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（１）現場閉所による週休２日工事 

現場閉所率 ＝ 現場閉所日数 / 対象期間 

（２）週休２日交替制工事 

休 日 率 ＝ 対象者の休日日数 / 対象期間 

平均休日率 ＝ 全対象者の休日率の平均 

 

（間接工事費等の補正） 

第７条 現場閉所による週休２日工事の場合は対象期間内の現場の閉所状況に応じた、週

休２日交替制工事の場合は対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合に応じた補正係数及び補正方法は次のとおりとする。 

（１）補正係数 

１）現場閉所による週休２日工事（４週８休以上（現場閉所率２８．５%以上）） 

①月単位 

労務費１.０４ 機械経費（賃料）１.０２ 共通仮設費１.０３ 現場管理費１.０５ 

   ②通期 

  労務費１.０２ 機械経費（賃料）１.０２ 共通仮設費１.０２ 現場管理費１.０３ 

２）週休２日交替制工事（４週８休以上（平均休日率２８．５%以上）） 

①月単位 

     労務費１.０４ 現場管理費１.０３ 

    ②通期 

     労務費１.０２ 現場管理費１.０１ 

    注１：市場単価方式の各区分に応じた補正係数は、別紙１を参照とする。 

    注２：土木工事標準単価の各区分に応じた補正係数は、別紙２を参照とする。 

（２）補正方法 

間接工事費等の補正は、当初設計時において、現場閉所による週休２日工事、週休２

日交替制工事共に、（１）に示す月単位の４週８休以上の補正係数を乗じて割り増し補正

を行う。なお、現場閉所の達成状況（週休２日交替制工事の場合は休日の取得状況）を

確認後、月単位の４週８休に満たない場合は、最終変更設計時に通期の週休２日の補正

係数に変更し、通期の４週８休に満たない場合は、割り増し補正分を減額変更する。 

月単位、通期の達成状況による補正係数は以下の表のとおりとする。 

達成状況 
補正係数 

月単位 通期 

達成 達成 月単位 

未達成 達成 通期 

達成 未達成 月単位 

未達成 未達成 補正なし 

 

（工事成績評定） 

第８条 評定については、別途定める北九州市請負工事成績評定要領による。 

２ 軽微な工事については、工事成績評定による評価は行わない。 

 

（実施証明書） 

第９条 週休２日試行工事を試行し、実際に４週８休以上の達成が確認できた場合、発注者は

完成を確認した後に、週休２日実施証明書を発行する。ただし、受注者から発行の申し出
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が無い場合はこの限りではない。 

２ 軽微な工事については、週休２日実施証明書は発行しない。 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議のうえ決定する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改定要領は、令和２年４月１日から施行し、設計書適用年版が令和２年４月１日基

準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和２年５月１日から施行し、設計書適用年版が令和２年５月１日基

準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和２年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和２年１０月１

日基準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和３年４月１日から施行し、設計書適用年版が令和３年４月１日基

準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和３年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和３年１０月１

日基準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和４年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和４年１０月１

日基準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和６年４月１日から施行し、設計書適用年版が令和６年４月１日基

準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和６年５月１日から施行し、設計書適用年版が令和６年５月１日基

準の工事から適用する。 

附 則 

この改定要領は、令和７年４月１日から施行し、設計書適用年版が令和７年４月１日基

準の工事から適用する。 
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別紙１ 

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 

 



令和７年４月版 

別紙２ 

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 


